習志野市保育士等就労に関する誓約書
[bookmark: _GoBack]習志野市こども部長　宛て
私　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、　習志野市の保育所等の利用調整にあたり、習志野市内の保育所等もしくは幼稚園において保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・支援員（以下、「保育士等」という）として勤務する（予定である）ことを、以下の事項に同意の上、各種資格証の写し及び就労証明書（就労証明書を提出できない場合は申立書）を添えて申請します。
　※「保育所等」とは、習志野市内の認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業のことを指します。
１．私は、習志野市内の下記の保育所等・幼稚園において保育士等として別紙「就労証明書（就労証明書を提出できない場合は申立書）」のとおり勤務します。
　　※月１２０時間以上（休憩時間除く）の契約が必要です
２．利用申請児童の保育所等入所が決まった月より（育児休業からの復帰にあたっては、翌月の10日までに復帰）半年間は、下記勤務（予定）保育所等・幼稚園で、保育士等として勤務することに同意します。
３．入所後半年経過後、下記勤務（予定）保育所等・幼稚園の退職（内定辞退を含む。）または勤務時間の変更（短縮）が決まった場合は、その旨をただちに申告します。
４．下記勤務（予定）保育所等・幼稚園で勤務しなくなり、その月の翌月より習志野市内の保育所等に就職が決まっていない場合、または勤務時間を変更する（短縮する）場合は、利用申請児童について保育所等の利用を解除（内定取消）されても異議はありません。
５．退職した月の翌月より習志野市内の保育所等・幼稚園に就職が決まっている場合においては、退職する月の末日までに「認定の変更届」及び新規就労先の「就労証明書」を提出いたします。提出しなかった場合、上記4と同様に保育所等の利用を解除（内定取消）されても異議はありません。　　※月１２０時間以上（休憩時間除く）の契約が必要です
６．上記の勤務状況等の事実について、習志野市が勤務（予定）保育所等・幼稚園に確認することに同意します。
令和　　　　年　　　月　　　　日
氏名　　　　　　     　　　　　　          　　　　　　　　　　（続柄： 　　　　　　　　　）
利用申請児童名　　　　　　　　          　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生 
利用申請児童名　　　　　　　　          　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生
　　　　勤務先　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（勤務先記入欄） ※市立保育所等に勤務予定の場合は不要

上記の者について、下記の勤務期間　　　　　　　　　　　　　　        　　　（施設名）にて、
＜保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・支援員（左記、いずれかに○）＞として勤務することを認めます。
勤務期間　　　　　　 年 　　　月 　　　日　  ～　  　　　　　年　 　　月 　　　日 　・ 　雇用期間の定めなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
                                        代表者名（施設長名）　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

習志野市保育士等就労に関する誓約書
習志野市こども部長　宛て習志野　花子

私　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は、　習志野市の保育所等の利用調整にあたり、習志野市内の保育所等もしくは幼稚園において保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・支援員（以下、「保育士等」という）として勤務する（予定である）ことを、以下の事項に同意の上、各種資格証の写し及び就労証明書（就労証明書を提出できない場合は申立書）を添えて申請します。
　※保育所等とは、習志野市内の認可保育所・認定こども園又は地域型保育事業のことを指します
１．私は、習志野市内の下記の保育所等・幼稚園において保育士等として別紙「就労証明書（就労証明書を提出できない場合は申立書）」のとおり勤務します。　　　※月１２０時間以上（休憩時間除く）の契約が必要です
２．利用申請児童の保育所等入所が決まった月より（育児休業からの復帰にあたっては、翌月の10日までに復帰）半年間は、下記勤務（予定）保育所等・幼稚園で、保育士等として勤務することに同意します。
３．入所後半年経過後、下記勤務（予定）保育所等・幼稚園の退職（内定辞退を含む。）または勤務時間の変更（短縮）が決まった場合は、その旨をただちに申告します。
４．下記勤務（予定）保育所等・幼稚園で勤務しなくなり、その月の翌月より習志野市内の保育所等に就職が決まっていない場合、または勤務時間を変更する（短縮する）場合は、利用申請児童について保育所等の利用を解除（内定取消）されても異議はありません。
５．退職した月の翌月より習志野市内の保育所等・幼稚園に就職が決まっている場合においては、退職する月の末日までに「認定の変更届」及び新規就労先の「就労証明書」を提出いたします。提出しなかった場合、上記4と同様に保育所等の利用を解除（内定取消）されても異議はありません。　　　※月１２０時間以上（休憩時間除く）の契約が必要です
６．上記の勤務状況等の事実について、習志野市が勤務（予定）保育所等・幼稚園に確認することに同意します。
令和　７　年　１２　月　１　日習志野　花子
母

氏名　　　　　　     　　　　　　          　　　　　　　　　　（続柄： 　　　　　　　　　）令和　６　　１２　　 １
習志野　茜

利用申請児童名　　　　　　　　          　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生 
利用申請児童名　　　　　　　　          　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生ナラシド保育園（市立の場合：市内市立保育所）

　　　　勤務先　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（勤務先記入欄） ※市立保育所等に勤務予定の場合は不要
ナラシド保育園

上記の者について、下記の勤務期間　　　　　　　　　　　　　　        　　　（施設名）にて、
＜保育士・保育教諭・幼稚園教諭・看護師・支援員（左記、いずれかに○）＞として勤務することを認めます。令和　８　　　　４　　 　１

勤務期間　　　　 　　年 　　　月 　　　日　  ～　  　　　　　年　 　　月 　　　日 　・ 　雇用期間の定めなし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
ナラシド保育園
ナラシド　一郎

施設名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
                                        代表者名（施設長名）　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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